
 

申出書提出時の注意事項 

 

◎ 土地境界確定・確認申出書の記入及び書類の提出に当っては、申出書記載の注意事項

及び以下の事項に留意し、提出前に裏面チェックリストで不備がないか確認のうえ、提

出くださるようお願いいたします。 

 

 

〇印鑑証明書記載の住所・氏名（書体）、電話番号を記載し、実印を押印してください。 

〇法人の土地所有者は正式な「肩書き」を記載してください。 
[例] ○代表取締役 ×代表取締役社長 

〇個人の土地所有者欄は自筆で書いてください。 

 
 
〇申出書は筆ごと提出してください。ただし、所有者が完全に一致する場合は、複数地番を
まとめて１枚の申出書として提出することも可能です。 
所有者が完全に一致しない場合は、筆ごとに申出書を提出してください。 

【例】 

 

〇申出地が複数地番の場合は、板橋区△△町□□番〇 と全筆記載してください。 
◇◇番□ 
▽▽番〇 

〇共有地の申出について、土地所有者が相続人、代理人などを兼ねている場合は、肩書ごと

に署名、捺印が必要です。 

  （例）  板橋 太郎と板橋 りん子の共有地であって、相続が発生している場合 

① 被相続人 板橋 太郎      ② 板橋区板橋2-66-1 
           板橋区板橋2-66-1              板橋 りん子 

相続人 板橋 りん子           

（例）の様に、申出書に①と②の両方の肩書として署名・捺印をお願いします。 

〇申出地の現況又は地目が境内地又は墓地の場合、区分所有建物の敷地の場合等について

は、事前にご相談ください。 

【問い合わせ先】   板橋区土木部管理課境界確定係 電話3579-2507 

土地所有者について 

申出書について 



申出書書類チェックリスト 

実務者 区
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案内図 34

メモ

確　　　認　　　内　　　容

・土地所有者の住所、氏名、押印の記載事項が、印鑑証明書及び資格証明書等と一致

・相続関係図を作成し、日付、作成者氏名を記載し押印

土地全部事項証明書
・発行から３ヶ月以内
・原本 (写しは不可)

土地所有者 (表紙)

・所在、地番、縮尺、方位、日付、作成者名を記載し押印

現況実測平面図

16

・板橋区土木部が道路水路等として管理する財産で、管理課の窓口で調査

・差押えの付記がある場合は、債権者の申請同意書等の原本を添付 (写しは不可)

・法人が土地所有者の場合は、代表者が確認できる履歴事項全部証明書等

・申出地先の道路敷き等に土地地番が付されていた場合は、記載

・登記簿上の住所氏名（字体）と、印鑑証明書の住所氏名（字体）が一致

・土地家屋調査士の場合は、職印

・申出地を含む向こう三軒両隣の土地登記簿を調査し、登記内容を凡例により記載

・測量士の場合は、職印または私印

・登記情報提供サービスで取得した公図は、日付、調査者氏名を記載し押印

・遺産分割協議書等の写し (原本を還付)

　*氏名（字体）が一致しない場合は、不在籍又は不在住証明書等の写し (原本を還付)

・現況幅員及び周辺の道路水路等の現況図  （Ｌ型、ブロック塀等）

・申出地番の土地を、赤色で表示

・過年度の土地境界図等を復元した箇所を、青色で表示

・旧公図 又は 旧々公図の写し

月 　 日

・申出地の道路水路等側を、赤色で表示

・法務局で発行した内容証明付公図 又は 証明公図の写しに取得者氏名を記載し押印

・共有者が多数の場合は、申出書の裏面に全員の住所氏名を列記し押印をするか、

区の

・調書の余白部に、調査日付、作成者氏名を記載し押印

・その他、参考資料          　(                    　　                        　　       　　               ）

・地積測量図　　         　 　　(                　　　　　　　　　　　                           　　        )

・板橋区土木部が道路水路等として管理する財産で、公図等で調査

・申出地の道路水路等側に、赤色線で表示

受付者

・2枚の公図に、関係土地所有者全員の名前を記載 （申出地、向こう三軒両隣り、道路等地番）

・戸籍謄本 及び 本籍記載の住民票の写し (原本を還付)

・個人が土地所有者（相続人を含む）の場合は、全員の印鑑証明書

・申出地番を全筆記載し、申出目的に○

　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　代表者印の印鑑証明書

　申出書の裏面に用紙を糊づけし、糊づけ箇所に全員を契印の上、同様に列記し押印

申出書と一緒に提出してください

　*住所が一致しない場合は、住所のつながりが確認できる住民票等の写し (原本を還付)

その他参考資料

土地所有者調書

実務取扱者 (表紙）

・法務局で発行した全部事項証明書　(登記情報提供サービスで取得した物は不可)

地図（公図）
・発行から３ヶ月以内
・２部提出
　(内容証明付公図の
写しは可）

・申出地番先の道路
水路等の管理部署

＊申出書裏面の注意事項を確認の上、下記内容を 実務者欄で○ー の記入をお願い致します。

・法人の場合は、法人名および代表者の氏名と登録印

 


